
４．国保連合会でのチェックと支払までの流れ 

請求書
請求明細書

サービス事業所

国保連合会

一次
チェック

データ内容や
入力（記入）

誤り

資格

保険者（市町村）都道府県庁

チェック

事業所台帳
受給者台帳と

の突合
上限

チェック

給付管理票
と請求明細
書の突合

台帳情報
送付

　　　 受給者台帳　　事業所台帳 台帳
情報
送付

事業所台帳
・被保険者番号、氏名
・要介護状態区分
・サービス計画作成事業所

   ・事業所番号
　　・開設日、廃止日
　　・各加算体制　等

※地域密着型事業所、
基準該当事業所分

決定：請求した分が国保連から事業所へ支払われ
　　　　る。台帳情報

送付

査定：請求した分の一部が国保連から事業所へ
　　　　支払われる。

受給者台帳事業所台帳
保険者（市町村）が国保連に
登録している受給者の情報

都道府県が国保連に登録
している事業所の情報

給付管理票

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能型事業所

一次
チェック

データ内容や
入力（記入）

誤り

資格
チェック

事業所台帳
受給者台帳と

の突合 返戻：給付管理票に誤りがあったため、国保連に
　　　　登録されずに返却された
※原因、対応方法はエラーコード解説を参照のこと

決定：給付管理票が正しく国保連に登録された

返戻：請求明細書に誤りがあったため、国保連から
　　　　事業所へ返却された。支払いはない。
※原因、対応方法はエラーコード解説を参照のこと

保留：請求明細書に誤りはないが、給付管理票が
　　　　提出されなかったため、支払いが行われない
　　　　決められた期間内に給付管理票が提出され
　　　　れば国保連から事業所へ支払いが行われる
※保留の有無、期間は国保連ごとに異なる
※原因、対応方法はエラーコード「保留・返戻」を
　参照のこと
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